
◎健康増進法の一部を改正する法律 
（平成三〇年七月二五日法律第七八号）   

一、 提案理由（平成三〇年六月八日・衆議院厚生労働委員会） 

○加藤国務大臣 ただいま議題となりました健康増進法の一部を改正する法律案につき

まして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 

 我が国では、平成十五年以来、健康増進法により、多数の者が利用する施設を管理す

る者に受動喫煙の防止措置を講じる努力義務が設けられ、これまで一定の成果を上げて

きました。しかし、依然として多くの国民がこうした施設において受動喫煙を経験して

いる状況にあり、二年後の東京オリンピック・パラリンピックを一つの契機として国民

の健康増進を一層図るためには、受動喫煙対策を更に強化していくことが必要です。 

 このため、望まない受動喫煙の防止を図る観点から、多数の者が利用する施設等につ

いて、その区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該

施設等の管理権原者が講ずべき措置等について定めることとし、この法律案を提出いた

しました。 

 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 

 第一に、国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止

するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならないこととします。 

 第二に、多数の者が利用する施設等を第一種施設、第二種施設、喫煙目的施設及び旅

客運送事業自動車等に区分して喫煙可能な場所を定め、何人も、その場所以外の場所で

喫煙をしてはならないこととします。 

 また、これらの施設等の一部の場所において、厚生労働省令で定める基準に適合した

室等を専ら喫煙をすることができる場所として定めることができることとし、当該場所

を定めるときは、必要な事項を記載した標識を掲示しなければならないこととします。 

 第三に、多数の者が利用する施設等の管理権原者等は、喫煙禁止場所に喫煙器具及び

設備を設置してはならないこととし、喫煙可能な場所に二十歳未満の者を立ち入らせて

はならないこととします。 

 第四に、現に存する飲食営業が行われている施設のうち、一定の要件を満たす施設に

ついては、受動喫煙の防止に関する国民の意識や当該施設における受動喫煙を防止する

ための取組の状況を勘案して別に法律で定める日までの間、当該施設の管理権原者は、

当該施設の屋内の全部又は一部の場所を喫煙をすることができる場所として定めること

ができることとし、当該場所を定めるときは、必要な事項を記載した標識を掲示しなけ

ればならないこととします。 

 第五に、第二種施設等の管理権原者は、加熱式たばこによる受動喫煙が人の健康に及

ぼす影響に関する科学的知見に鑑み、当分の間、当該施設等の屋内の一部の場所のうち、

厚生労働省令で定める基準に適合した室を加熱式たばこのみの喫煙をすることができる

場所として定めることができることとし、当該場所を定めるときは、必要な事項を記載



した標識を掲示しなければならないこととします。 

 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十二年四月一日として

います。 

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 

 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。 

二、 衆議院厚生労働委員長報告（平成三〇年六月一九日） 

○高鳥修一君 ただいま議題となりました健康増進法の一部を改正する法律案について、

厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、望まない受動喫煙の防止を図るため、所要の措置を講じようとするもので、

その主な内容は、 

 第一に、国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止

するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならないこととするこ

と、 

 第二に、多数の者が利用する施設等を第一種施設、第二種施設等に区分し、何人も、

区分に応じて限定された喫煙可能な場所以外の場所で喫煙をしてはならないこととする

こと、 

 第三に、一定の要件を満たす既存の飲食店に限って、別に法律で定める日までの間、

屋内禁煙に対する特例措置を設けること 

等であります。 

 本案は、去る六月八日の本会議において趣旨説明が行われた後、同日本委員会に付託

されました。 

 本委員会におきましては、同日加藤厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、十三

日から質疑に入り、十五日には参考人から意見を聴取し、同日質疑を終局いたしました。

次いで、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議

決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三〇年六月一五日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一 既存特定飲食提供施設に係る特例措置については、法施行後できる限り速やかに、

当該施設における受動喫煙防止措置の実施状況に関する実態調査等を行い、その結果

に基づき、必要な措置を講ずること。 

二 飲食提供施設に係る既存又は新規の区別については、現場の混乱を招くことのない

よう、国が指針で判断基準を明確に示すよう、速やかに検討すること。 

三 指定たばこについては、ＷＨＯでは紙巻きたばこと同様の扱いであることに鑑み、

指定たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関する調査研究を一層推進し、



可能な限り早期に結論を得て、その結果に基づき、紙巻きたばこと同様に取り扱うな

ど、必要な措置を速やかに講ずること。 

四 第一種施設のうち学校等子どもが主に利用する施設については、特定屋外喫煙場所

の状況等の実態調査を行い、その結果に基づき、子どもの受動喫煙が生じることのな

いよう、敷地内完全禁煙の実施の可能性について早期に検討すること。 

五 保健所の業務量の増大が見込まれることを踏まえ、保健所の更なる充実・強化に努

めるとともに、運用における手続の簡素化、管理権原者が適切に退出命令を発出でき

るなど受動喫煙防止対策の実効性の確保を図ること。 

六 第二次健康日本 21で示された成人の喫煙率の目標の確実な達成に向け、喫煙をや

めたい人への禁煙支援等のたばこ対策の一層の推進を図ること。 

七 喫煙可能な場所・空間において従業員の受動喫煙をできるだけ避けるよう必要な措

置を講ずること。 

八 ＦＣＴＣ枠組み条約が求めている「喫煙室のない屋内完全禁煙」実現に向け、課題

の整理や周知・啓発に取り組むこと。 

三、 参議院厚生労働委員長報告（平成三〇年七月一八日） 

○島村大君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分

に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理に

ついて権原を有する者が講ずべき措置等について定めようとするものであります。 

 委員会におきましては、本法律案に加え、松沢成文君外一名発議の健康増進法の一部

を改正する法律案（参第一九号）を一括して議題とし、審査を行い、第一種施設の対象

施設及び特定屋外喫煙場所の在り方、既存特定飲食提供施設の要件及びその設定理由、

加熱式たばこの健康への影響及び規制の在り方、従業員の受動喫煙からの保護等につい

て質疑を行うとともに、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によ

って御承知願います。 

 本法律案の質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して武田良介

委員より反対、日本維新の会を代表して東徹委員より反対、希望の会（自由・社民）を

代表して福島みずほ委員より反対の旨の意見がそれぞれ述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三〇年七月一二日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一、既存特定飲食提供施設に係る特例措置については、法施行後できる限り速やかに、



当該施設における受動喫煙防止措置の実施状況に関する実態調査等を行い、その結果

に基づき、必要な措置を講ずること。 

二、飲食提供施設に係る既存又は新規の区別については、現場の混乱を招くことのない

よう、国が指針で判断基準を明確に示すべく、速やかに検討すること。 

三、指定たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関する調査研究を一層推進し、

可能な限り早期に結論を得て、その結果に基づき、必要な措置を速やかに講ずること。 

四、第一種施設のうち学校等子どもが主に利用する施設については、特定屋外喫煙場所

の状況等の実態調査を行い、その結果に基づき、子どもの受動喫煙が生じることのな

いよう、敷地内完全禁煙の実施の可能性について早期に検討すること。 

五、第二種施設等における喫煙専用室や指定たばこ専用喫煙室の技術的基準については、

本法の施行日までに喫煙専用室等を設置する事業者の負担に鑑み、早期に示すこと。

その際、喫煙専用室等から流出した煙による受動喫煙が生じないよう、環境工学等の

専門家を含めた適切な委員構成の検討会の下で最新の科学的知見に基づいた基準を定

めること。また、受動喫煙防止対策に積極的に取り組む中小事業者に対し、費用の助

成や税制上の措置等の適切な支援策を講ずること。 

六、喫煙可能店から禁煙店への変更を行うに当たっては、当該施設内が受動喫煙の生じ

ない環境にあることを確認することができるよう、受動喫煙が生じない状態に至る状

況を条件ごとに調査研究すること。 

七、喫煙可能な場所等に掲示する標識については、望まない受動喫煙を防止する観点か

ら、外国人を含む全ての人にとって分かりやすい標識とすること。また、標識の内容、

大きさ、掲示場所等について早期に示すこと。 

八、保健所の業務量の増大が見込まれることを踏まえ、保健所の体制の更なる充実・強

化に努めること。また、運用における手続の簡素化を図るとともに、管理権原者によ

る適切な退出命令の発出など受動喫煙防止対策の実効性を確保すること。 

九、第二次健康日本 21で示された成人の喫煙率の目標の確実な達成に向け、喫煙をや

めたい人への禁煙支援等のたばこ対策の一層の推進を図るとともに、家庭における受

動喫煙の機会を減少させるための取組や、妊産婦や未成年者の喫煙をなくすための取

組を進めること。 

十、従業員が望まない受動喫煙に遭わないようにするため、労使でしっかり話し合い、

必要な措置が講ぜられるよう取り組むとともに、管理権原者等が二十歳未満の者を喫

煙可能な場所・空間に立ち入らせることのないよう、実効性ある措置を講ずること。 

十一、ＦＣＴＣ枠組み条約が求めている「喫煙室のない屋内完全禁煙」実現に向け、課

題の整理や周知・啓発に取り組むこと。 

十二、個別の受動喫煙防止対策を実施する地方自治体と本法における喫煙・禁煙の区域

等の違いで混乱が生じないよう、分かりやすい表示の徹底や、制度の広報・周知に取

り組むとともに、地方自治体との情報共有・連携に努めること。 



十三、受動喫煙防止対策により、結果として喫煙率の低下及びたばこ消費量の減少が考

えられることから、たばこ関連産業で働く労働者の雇用等を注視し、その状況を見極

め必要な対策を講ずること。 

十四、本法施行後五年を経過した場合の検討規定を踏まえ、本法の施行状況や受動喫煙

防止対策の実施状況について取りまとめを行い、適切に公表すること。 

 右決議する。 

 


